
「 

大和市告示第１４６号 

大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定める。 

  平成２５年７月２５日 

大和市長 大 木  哲   

 

   大和市がん検診推進事業実施要綱の一部を改正する要綱 

 大和市がん検診推進事業実施要綱（平成２２年大和市告示第１１２号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「平成２４年度がん検診推進事業実施要綱（平成２４年４月５日健発０４０５第１８号

厚生労働省健康局長通知）」を「平成２５年度がん検診推進事業実施要綱（平成２５年５月２４日

健発０５２４第６号厚生労働省健康局長通知）」に改める。 

 第３条中「該当する者」を「該当するもの」に改め、同条第１号中「子宮頸
けい

がん検診」を「子宮

頸がん検診」に改め、同号の表生年月日の欄を次のように改める。 

 生年月日 

平成４年（１９９２年）４月２日から平成５年（１９９３年）４月１日まで 

昭和６２年（１９８７年）４月２日から昭和６３年（１９８８年）４月１日まで 

昭和５７年（１９８２年）４月２日から昭和５８年（１９８３年）４月１日まで 

昭和５２年（１９７７年）４月２日から昭和５３年（１９７８年）４月１日まで 

昭和４７年（１９７２年）４月２日から昭和４８年（１９７３年）４月１日まで 

 第３条第２号の表生年月日の欄を次のように改める。 

生年月日 

昭和４７年（１９７２年）４月２日から昭和４８年（１９７３年）４月１日まで 

昭和４２年（１９６７年）４月２日から昭和４３年（１９６８年）４月１日まで 

昭和３７年（１９６２年）４月２日から昭和３８年（１９６３年）４月１日まで 

昭和３２年（１９５７年）４月２日から昭和３３年（１９５８年）４月１日まで 

昭和２７年（１９５２年）４月２日から昭和２８年（１９５３年）４月１日まで 

第５条第１項中「子宮頸
けい

がん検診クーポン券」を「子宮頸がん検診クーポン券」に改める。 

第８条中「社団法人大和市医師会（昭和３４年４月２２日に社団法人大和市医師会という名称で

設立された法人をいう。）」を「公益社団法人大和市医師会」に、「財団法人神奈川県労働衛生福

祉協会（昭和４０年１２月１５日に財団法人神奈川県労働衛生福祉協会という名称で設立された法



人をいう。）」を「一般財団法人神奈川県労働衛生福祉協会」に、「医療法人徳洲会大和徳州会病

院」を「医療法人徳洲会大和徳洲会病院」に改める。 

別表第２号様式の項中「子宮頸
けい

がん検診クーポン券」を「子宮頸がん検診クーポン券」に改める。 

附 則 

この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。 


